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午前１０時００分 開議 

○議長（加澤 明君） おはようございま

す。 

 出席議員は、定足数に達しておりますの

で、会議は成立いたします。 

 それでは、これより本日の会議を開きま

す。 

 本日の議事は、タブレットに配信しており

ます議事日程第２号をもって進めます。 

───────────────── 

  ◎日程第１ 市政に対する一般質問 

○議長（加澤 明君） 日程第１ 市政に対

する一般質問を行います。 

 舩見昌功議員の登壇を願います。 

 舩見議員。 

○５番（舩見昌功君） おはようございま

す。市民クラブの舩見昌功でございます。 

 通告に従いまして、市政に対する一般質問

をさせていただきます。 

 初めに、行財政問題としまして、令和７年

度当初予算についてお伺いいたします。 

内閣府によれば、我が国経済はこのところ

足踏みも見られるが、緩やかな回復が続いて

いる。今後についても、３３年ぶりとなる高

水準の賃上げや好調な企業収益、また定額減

税をはじめとする各種政策効果に支えられ、

円安等に伴う輸入物価の上昇の影響等には注

意する必要があるものの、民間需要主導の緩

やかな回復が続くと見込まれると現状を分析

しております。 

また、政府は、令和６年６月２１日に経済

財政運営と改革の基本方針２０２４、いわゆ

る骨太の方針２０２４を閣議決定しました。

そして、サブタイトルを「賃上げと投資がけ

ん引する成長型経済の実現」とし、デフレか

ら完全に脱却し、日本経済を成長型の新たな

ステージに移行させる取組を進めていく力強

い賃上げの流れを中小企業や地方経済でも実

現し、物価上昇を上回る賃金上昇を達成し、

定着させるとともに、社会課題の解決と持続

的な経済成長の実現に向け、官民が連携し、

戦略的な投資を実行していくとしておりま

す。 

現在、ほとんどの自治体では、市税や普通

交付税などの一般財源の税収は伸び悩み、高

齢化による社会保障費、建設物やインフラの

老朽化に伴う改修費、災害対応費などの増加

により財政運営は厳しさを増し、財政健全化

の下、毎年予算を削減し、徹底した事務事業

の見直しを余儀なくされております。 

小檜山市長におかれましては、令和元年６

月の三沢市長選挙初当選後間もなく、新型コ

ロナウイルスが世界的大流行し長期化、また

原材料価格の高騰、急激な円安、世界各地で

の紛争などが起こり、市民生活や地域経済へ

深刻で大きな影響を与えております。そし

て、そのような懸念が続いていく中、毎年度

苦慮されながら予算編成に当たり、地域の活

性化、雇用や税収の確保、少子高齢化及び人

口減少問題への対策等の課題に積極的に取り

組んでこられ、様々な市民サービスの向上や

地域経済対策を計画し、実施されてきまし

た。そして、来年度で６度目の予算編成とな

ります。 

そこで、令和７年度の予算編成に当たり、

３点お伺いいたします。 

１点目、市長はどのような予算編成の基本

方針を掲げておられるのか。 

２点目、財政健全化と市民サービスの充実

をどのように両立させるお考えか。 

３点目、昨年度の予算編成や決算状況を踏

まえ、どのような改善点を見出し、新年度に

反映させるお考えか、お伺いいたします。 

次に、行政問題としまして、全天候型多目

的ドームの整備についてお伺いいたします。 

本市は冬期間において、屋外でのスポーツ

活動を含む様々な市民生活の活動に大きな制

約を受ける地域に存在しております。降積雪

による道路の凍結、雪かきや数回ある「どか

雪」などの除排雪、冬は交通機関の低下を招

き、経済活動や日常生活に多大な影響を与え

ます。加えて近年は雪の降り方に変化が見ら

れ、大雪となる頻度が多く、日本各地に多大

な被害を及ぼしております。 
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本市は雪国でありながら雪が少ないと言わ

れておりますが、最近は降雪量が多く感じて

おります。 

そのような冬期間における屋外スポーツ競

技の練習場所について、現在、野球やサッ

カー競技等の関係者は、市民の森屋内ゲート

ボール場や東北町のふれあいドーム上北、八

戸市の屋内トレーニングセンター、南郷のグ

リーンドーム南郷など、近隣自治体にある

ドームを使用しなければならない状況にあり

ます。しかし、その使用には抽選が伴い、特

に週末は希望どおりの日や時間帯に使用でき

ないことが多くあり、練習場所の確保に苦慮

しております。 

そのような状況の改善を図るため、天候に

左右されず年間を通じて利用可能な全天候型

多目的ドームの整備により、地域のスポーツ

クラブや中学の部活動、社会人の方々のス

ポーツ活動が安定して利用でき、技術の向上

や健康増進に寄与いたします。また、野球や

サッカーだけではなく、ソフトボールやゲー

トボールなど様々なスポーツや各種イベン

ト、催事にも利用できます。 

さらに、冬期間だけではなく、夏の暑い日

差しが照りつける中、屋外でスポーツを楽し

まれる高齢者の皆様も、よりよい環境で手軽

に利用することができ、防災時の拠点ともな

り得る多目的利用が可能なドームは、本市に

とって非常に有益であり、必要であると考え

られます。 

そこで、全天候型多目的ドームの整備につ

いて、本市の御見解をお伺いいたします。 

以上で、壇上からの質問を終わります。 

御答弁、よろしくお願いいたします。 

○議長（加澤 明君） ただいまの舩見昌功

議員の質問に対する当局の答弁を求めます。 

 市長。 

○市長（小檜山吉紀君） おはようございま

す。 

ただいまの舩見議員御質問の行財政問題の

令和７年度当初予算についての第１点目、市

長はどのような基本方針を掲げているのかは

私から、そのほかにつきましては、副市長並

びに担当部長からお答えをさせますので、御

了承願いたいと存じます。 

当市の財政状況は、市税や普通交付税など

の一般財源の大幅な増加は見込めない中、公

共施設の大規模改修や他会計への繰り出し、

少子高齢化に対応する社会保障施策に要する

経費の増加に加え、人件費や物価の高騰に伴

う各種経費の増加などが見込まれており、財

政運営は厳しさを増しております。 

このような厳しい財政状況にあっても、令

和７年度の予算編成においては、三沢市総合

振興計画の推進を基本方針に、これまでの施

策の検証を踏まえ、後期基本計画に掲げた各

種目標が効果的かつ効率的に達成できるよう

施策の展開を図るとともに、人口減少や少子

高齢化に加え、物価高騰やデジタル技術の進

展などにより変化する社会経済情勢や多様化

する市民ニーズに対応した新たな政策課題の

解決にも取り組むこととしております。 

特に地域の将来に関わる少子化対策、こど

も政策については、子供や子育て家庭を取り

巻く環境が変化している中、取り組むべき課

題を明確化し、こども政策の推進を図ること

としております。また、定住の促進、勤労世

帯の増加及び地域の活性化への対応など、将

来を見据えた税源涵養に資する投資につきま

しても、積極的に取り組んでまいりたいと考

えております。 

 私からは、以上であります。 

○議長（加澤 明君） 副市長。 

○副市長（米田光一郎君） 行財政問題の令

和７年度当初予算についての第２点目、財政

健全化と市民サービスの充実をどのように両

立させるかについてお答え申し上げます。 

財政状況が厳しさを増す中、限られた財源

の中で社会経済情勢に対応した市民サービス

の充実を図っていくためには、中期的な視点

を踏まえた健全財政の維持との両立が非常に

重要なものとなっております。 

その対応として、歳入においては、国・県

の補助金の積極的かつ効率的な活用や市税収
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入の収納率向上などによる歳入確保の取組が

必要であると考えております。また、歳出に

おいては、持続可能な財政構造を確立するこ

とを目指して、全ての事業に聖域を設けず、

抜本的な見直しや先例にとらわれない経費の

精査が必要であると考えております。 

その上で、必要性が低下したと認められる

既存事業については、縮小または廃止するな

ど、思い切った取捨選択に取り組むべきであ

ろうと考えております。 

さらに、公共施設の更新、改修について

は、今後の人口動向や利用または需要の変化

などを厳しく見直し、妥協のない効率的な事

業の推進を図ることが必要であると考えてお

ります。 

このような対策を講じることで、健全財政

の維持を図り、厳しい財政状況の中にあって

も、三沢市総合振興計画をよりどころとし

て、市民サービスの充実を図ってまいりたい

と考えております。 

以上でございます。 

○議長（加澤 明君） 財務部長。 

○財務部長（吉村聖毅君） 行財政問題の令

和７年度当初予算についての第３点目、昨年

度の予算編成及び決算状況を踏まえ、どのよ

うな改善点を見出し、新年度に反映させる考

えかについてお答えいたします。 

昨年度の予算編成及び決算状況を踏まえた

改善点については、中期的な財政見通しの想

定以上に人件費や物価高騰に伴う各種経費が

増加したため、それに見合った歳入の確保が

難しい状況となり、財政調整基金の取崩しで

の対応となったこと、また歳出においては、

大規模事業等の年度間調整が難しかったこと

や、必要性が低下した既存事業の精査の徹底

が追いつかなかったことなどが挙げられま

す。 

このことから、昨年度の予算編成や決算状

況を踏まえ、事前に各種経費の増加分を想定

し、中期的な視点の下、歳入の見通しや事業

費の調整などを実施するとともに、各事業の

実績やその効果を再検証し、必要性が低下し

ている事業の縮小、廃止など、見直しを徹底

することで、持続可能な財政運営の実現に向

けた予算編成に取り組んでまいりたいと考え

ております。 

以上でございます。 

○議長（加澤 明君） 市民生活部長。 

〇市民生活部長（田中 誠君） 行政問題の

全天候型多目的ドームの整備についてお答え

いたします。 

屋外スポーツ競技団体の冬期間の練習場所

や活動場所の確保が、当市においても課題と

なっております。こうした状況を踏まえ、三

沢市屋内ゲートボール場について、ゲート

ボールに限定することなく、野球やサッカー

などの屋外スポーツに対応可能な施設とし

て、平成２６年度に改修工事を行ったところ

であります。 

一方で、公共施設の在り方については、三

沢市公共施設等総合管理計画において、将来

の人口規模、年齢構成、さらにその後必要と

なる更新費用の財源等を見据えた公共施設の

総量及び配置の適正化に取り組むという、公

共施設等に関する基本方針を定めておりま

す。 

このことから、当市といたしましては、こ

の基本方針に基づいた公共施設の適正化を進

めていく中で、冬期間における屋外スポーツ

に利用可能となり得る既存の公共施設の活用

について検討してまいりたいと考えておりま

す。 

御質問の全天候型多目的ドームの整備につ

きましては、少子化や人口減少などの社会情

勢や財政状況等を踏まえ、将来の利用需要な

どについて調査・研究してまいりたいと考え

ております。 

以上でございます。 

○議長（加澤 明君） 舩見議員。 

○５番（舩見昌功君） 各般にわたり、御答

弁いただきありがとうございました。 

令和７年度当初予算についての１点目、基

本方針をどのように掲げておられるかと、３

点目の昨年度の予算編成や決算状況を踏ま
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え、どのような改善点を見出し、新年度に反

映させるかについては再質問はございません

が、まず１点目については、予算編成はもう

編成方針が１１月に既に出され、今まさに各

課で予算要求事務に取りかかっていることと

思います。 

基本方針として、三沢市総合振興計画の推

進を基本方針とし、後期基本計画の各目標を

達成できるよう施策を展開すると。その中で

特に少子化対策、こども政策において取り組

むべき課題を明確化し、推進を図るとの御答

弁でございました。 

また、答弁の中で、将来を見据えた税源涵

養に資するとありました。税源涵養というの

は、先ほど調べましたら、税金の源となる資

源や産業などを将来の増収につながるよう、

無理せずゆっくりと養い育てることと出てき

ました。市長がいつも言います、急ぐ仕事に

悪魔が住む、まさにこのことだと思いますの

で、令和７年度以降も予算編成大変かと思い

ますが、引き続きよろしくお願いいたしま

す。 

３点目のどのように反映させるかについて

ですが、様々な経費の増加分を想定し、歳入

見通しや事業費の調整を実施する、必要性が

低下している事業の縮小、廃止など、見直し

を徹底するとのことでした。今後において

も、持続可能な財政運営の実現に向け、引き

続き取り組んでいっていただきたいと思いま

すし、よく予算とか財政でスクラップ・アン

ド・ビルドとかという言葉、単語が出てきま

すが、私はビルド・アンド・スクラップでも

いいのかなという考えもありますので、これ

はおいおいやっていただきたいと思います。 

２点目の財政健全化と市民サービスの充実

をどのように両立させるのかについて再質問

いたしたいと思います。 

御答弁では、市民サービスの充実は中期的

視点での健全財政の維持と両立が重要である

と。歳出では事業の抜本的見直しや経費の精

査が必要であり、必要性が低下した既存事業

については、縮小や廃止も考えると。公共施

設の改修、更新について、妥協のない効率的

な事業の推進をしていくとのことでございま

した。 

歳入において、国・県の補助金や市税収入

の確保に取り組むとのことでございました

が、現在、国では年収１０３万円の壁の見直

しをめぐる議論がされております。仮に非課

税枠が１７８万円に引き上げられた場合、本

市においても大きな減収となると思います

が、新聞報道によりますと、八戸市は約５０

億円の減、率にして約１７％、むつ市は約８

億８,０００万円の減、率にして約１６.５％

のことでありました。 

そこで、本市の場合どの程度の減収を見込

んでいるのか、再質問といたします。 

○議長（加澤 明君） 財務部長。 

○財務部長（吉村聖毅君） 現在、国で議論

されております１０３万円の壁の見直しによ

り、非課税枠が１７８万円まで引き上げられ

た場合の当市の減収見込みはどれぐらいにな

るかとの御質問にお答えいたします。 

概算ではありますが、個人住民税約６億円

が減収となる見込みであります。これにより

まして、市の財政にとっては非常に大きな影

響があるものと考えております。 

以上であります。 

○議長（加澤 明君） 舩見議員。 

○５番（舩見昌功君） 御答弁、ありがとう

ございました。 

約６億円の減収の見込みとのことでござい

ましたが、現在の地方交付税では、税収の減

収分の７５％が国によって補塡されるとなっ

ておりますが、年収の壁が国会を通り法整備

される、そうなると補塡割合も変わってくる

と思いますし、制度設計も変わってくると思

います。 

また、例えばメディアでは、地方交付税の

原資も減ると強調され報道されていますが、

臨時財政対策債もございます。けれども、こ

の臨時財政対策債ですが、年々発行額が減っ

てきていると聞いており、発行の取りやめも

近いと言われておりますが、年収の壁、１０
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３万円の壁が動くと、取りやめも遅くなるの

は確実だと思います。 

そこで、個人住民税の減収によって、本市

にとってどのような影響があるのでしょう

か。また、今後における対応はどのように考

えているのか、再々質問といたします。 

○議長（加澤 明君） 財務部長。 

○財務部長（吉村聖毅君） 現時点では、制

度の全容が明らかになっていない状況であり

ますので、あくまでも推測の域ではあります

が、非課税枠が引き上げられることで労働者

の働き控えが解消されまして、事業者にとっ

ては労働人口の確保につながるほか、労働者

にとっても個人の収入が増える可能性もある

と思われます。 

ただ一方で、市の歳入が減収すると見込ま

れますので、市民サービスの充実を図ること

が困難になるなど、財政運営に影響が大きい

ものと推察されますことから、個人住民税が

減収となるような制度となった場合には、減

収分に対する国からの補塡などを要望するな

どをしていきたいと考えております。 

以上です。 

○議長（加澤 明君） 舩見議員。 

○５番（舩見昌功君） 御答弁ありがとうご

ざいました。 

国からの動向とか国の補塡状況等、注意深

く注視していただきたいと思います。よろし

くお願いいたします。 

次の全天候型多目的ドームの整備について

再質問いたしたいと思います。 

御答弁では、野球やサッカーなどの屋外ス

ポーツ競技の冬期間の練習場所等の確保のた

め、市民の森屋内ゲートボール場を平成２６

年に改修した。また、三沢市公共施設等総合

管理計画の基本計画に基づき、公共施設の適

正化を進め、その中で冬期間の屋外スポーツ

に利用可能となる既存の公共施設の活用につ

いて検討していくとのことでした。 

今の時代ですけれども、箱物行政といいま

すか、箱物に税金を投入するのはいかがなも

のかとお叱りを受けるかと思いますが、私は

多目的ドームの整備については、そうは思っ

ていません。 

私の息子は、小・中・高、今、大学生です

が、野球をずっとしておりました。そのとき

も冬期間、ゲートボール場も利用させていた

だきましたけれども、なかなか抽選が通らな

かったり、大変苦労して八戸へ行ったり、南

郷へ行ったり、吹雪の中、どの保護者の皆さ

んもそういうふうにしてきて、今もそうだと

思います。 

そういう中で、やはりドームを三沢市民の

皆さんも待望していると思うのです。１９６

９年の夏、かの太田幸司投手が三沢高校準優

勝、輝かしい元祖甲子園のアイドルと言われ

た、日本中がフィーバーしたあのときから、

三沢市は野球のまちだと私は思ってきており

ます。その後、私も野球をさせていただいて

おりました。 

そういうところもあり、この質問に至った

わけですけれども、御答弁の中で、三沢市公

共施設等総合管理計画の基本計画に基づきと

ありましたが、三沢市公共施設個別施設計画

において、今後の施設の継続利用における改

修などについて定めていると思いますが、そ

の改修時期に合わせ多目的ドームを整備する

考えはないのか、御見解をお示しください。 

○議長（加澤 明君） 市民生活部長。 

〇市民生活部長（田中 誠君） 三沢市公共

施設個別施設計画で、今後の改修時期等に合

わせて全天候型多目的ドームを整備する考え

はないかという御質問だと受け止めました。 

当市では、三沢市公共施設個別施設計画の

考え方や基本方針に基づいて、統合や用途変

更など施設の在り方について検討しておりま

す。 

今後につきましては、スポーツ施設以外の

施設の活用も含めて、冬期間における屋外ス

ポーツの利用について検討してまいりたいと

考えております。 

また、施設の改修に合わせて全天候型多目

的ドームの整備をすることにつきましては、

社会情勢や財政状況等を踏まえ、将来の利用
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需要などについて調査・研究してまいりたい

と考えております。 

以上でございます。 

○議長（加澤 明君） 舩見議員。 

○５番（舩見昌功君） 御答弁ありがとうご

ざいました。 

費用もかかり、なかなか実現に向けて大変

かと思いますが、前向きに検討してくだされ

ばと思いますし、山口県岩国市に愛宕スポー

ツコンプレックスという施設がございます。

この施設は平成２９年１１月に完成し、岩国

基地への空母艦載機部隊の移転に伴う施設整

備として、防衛省が事業主体となり建設した

総合運動場でございまして、中には野球場や

ソフトボール場、陸上競技場兼サッカー場な

どがあり、大変充実した施設となっておりま

す。整備費用は全体で１５０億円となり、全

て防衛省予算とのことであります。 

岩国市と米軍が共同使用できる施設で、岩

国市が運用、管理し、岩国市民も自由に使う

ことができ、現在の利用状況は、岩国市民が

９割、米軍家族が１割となっている施設だそ

うでございますが、三沢市と岩国市、非常に

似た環境にあると思います。三沢市人口、７

月末現在で３万７,４４０人、岩国市は約１２

万人と人口規模こそ違いますけれども、両市

とも基地との共存共栄を掲げる両市でござい

ます。 

本市でも、全く同じような形というのはな

かなか難しいと思いますが、岩国市のいい例

を引用するといいますか、勉強して、同様の

形で多目的ドームの整備に可能性があると思

いますが、そのことについて御見解をお示し

ください。 

○議長（加澤 明君） 市民生活部長。 

〇市民生活部長（田中 誠君） 山口県岩国

市の愛宕スポーツコンプレックス、防衛省が

主体となって整備した施設であるけれども、

同様の形で三沢市でも整備する可能性はない

のかという御質問にお答えいたします。 

山口県岩国市の施設についてですが、ス

ポーツ施設の整備に至った経緯や事業規模、

施設の概要、維持管理方法などに加え、同様

の形で整備が当市においても可能であるかど

うかなど、確認や情報収集してまいりたいと

考えております。 

以上でございます。 

○議長（加澤 明君） 以上で、舩見昌功議

員の質問を終わります。 

 それでは、一般質問を次に移ります。 

 奥本菜保巳議員の登壇を願います。 

 奥本議員。 

○１１番（奥本菜保巳君） 日本共産党、奥

本菜保巳でございます。 

それでは、一般質問をさせていただきま

す。基地問題、農政問題、福祉問題につい

て、通告順に質問いたします。 

まず、基地問題について伺います。 

近年、米軍による軍事的世界戦略に日本が

組み込まれ、アメリカ主導で日米一体化が急

速に進められています。アメリカは、中国に

対する軍事的包囲網を構築するために、日米

軍事同盟とＮＡＴＯ、いわゆる北大西洋条約

機構との一体化、アメリカ・イギリス・オー

ストラリアの安全保障連携強化、米韓軍事同

盟と日米軍事同盟の一体化、アメリカ・フィ

リピン・日本の軍事的関係強化など、日米を

軸としてアジアでの軍事同盟網を強化しよう

としています。 

日本では、岸田政権時代に閣議決定された

安保三文書に沿って、軍事力強化が進められ

ています。この流れの中で、米軍三沢基地の

強化も進められています。 

このところ、以前にも増して訓練が激化し

ているように感じています。通常の訓練であ

るにもかかわらず、爆音が響き渡り、恐怖を

感じることもありました。また、沖縄や岩国

からの訓練移転や大規模な共同訓練での騒音

被害が顕著になっています。 

さらに、来年からは、米軍Ｆ－３５戦闘機

が順次配備されることや、横田基地所属のＣ

Ｖ－２２オスプレイによる三沢、小川原湖で

の訓練再開が通達されています。今後、さら

に基地に起因する問題の発生が懸念されま
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す。騒音被害や航空機の墜落事故、米軍関係

者による事件、事故の危険性が高まるのでは

ないでしょうか。 

三沢市として、市民の生命、財産、安心・

安全を守ることが第一であることから、この

事態を検証し、受入れの可否も含め対処して

いくべきと思います。 

以上の観点から、次の３点について伺いま

す。 

１点目として、三沢基地関連の今年の訓練

状況の実態と今後の動向について。 

２点目として、三沢基地への訓練移転に伴

う市民生活への影響について。 

３点目として、訓練に起因する基地被害に

対する安全対策について、当市の見解を伺い

ます。 

次に、農政問題について質問いたします。 

今年、令和の米騒動と言われる米不足が発

生しました。スーパーの陳列棚からお米が消

え、お米が買えないという事態が起こり、ち

またでも結構な騒ぎになっていました。なぜ

米不足が起こったのか、農業政策について考

えさせられました。 

近年、農業は深刻な状況に陥っています。

このままでは、将来、私たちが生きるために

必要な食料が簡単に手に入らなくなる事態が

起こるかもしれません。 

我が国の食料自給率は３８％です。農業の

就労人口も減少し続けています。 

外国からの輸入に頼るばかりでは、国民の

命は守れないと思います。農政の抜本的な改

革が必要ではないでしょうか。 

離農が進む要因は多々挙げられています

が、家族農業や小規模農家の方から、農業だ

けでは生活できないから子供に継がせたくな

いとの声をお聞きしたこともあります。 

農業は重労働で、収穫も天候に左右され、

農作物の価格は市場任せで安定しません。ト

ラクターなどの農業機械も１,０００万円超え

は当たり前で、設備投資もかなりの資金が必

要になります。 

また、農地を受け継いだ兼業農家には、十

分な支援策がほとんどありません。 

国は、耕作放棄地や離農した農地の借入れ

などで大規模化し、生産性を高め、海外への

輸出で収入を増やすことを推奨しています。

しかし、全て自己責任で運営していかなけれ

ばなりません。 

また、食料安全保障と銘打っても、改定さ

れた食料・農業・農村基本法では、食料自給

率の目標値を放棄しています。低すぎる食料

自給率を、まずは５０％に向上させるべきで

す。そして、農業就労人口を増やすために、

家族農業の経営を支える制度が必要です。安

定して農業が続けられる価格保障、所得保障

の導入が必要であると思います。 

青森県の令和元年の調査では、県のカロ

リーベースの自給率は１２３％ですが、この

まま農業就労人口が減り続ければ、それも維

持できなくなります。農業が置かれている危

機的状況を打開するためにも、三沢市として

農業政策に力を入れていくべきだと思いま

す。大規模化の農業にとらわれることなく、

家族農業への支援を充実させ、農業就労人口

を増やす施策に取り組むべきと思います。 

そこで、次の２点について伺います。 

１点目として、三沢市における農業政策の

中身について。 

２点目として、農業就労人口減少を食い止

めるための施策について、当市の取組を伺い

ます。 

次に、福祉問題について質問をいたしま

す。 

福祉問題の１点目、訪問介護報酬の引下げ

の影響について伺います。 

３年に１度の介護報酬の改定で、訪問介護

の基本報酬が４月から引き下げられました。

身体介護、生活援助などの訪問介護は、要介

護者の在宅での生活を支える上で欠かせませ

ん。 

厚労省の調査を基に入手した資料から、訪

問介護事業所の約４割が、２０２２年度以

降、３年連続で赤字であることが明らかにな

りました。ところが、今回の改定で、訪問介
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護の基本報酬を２.４％引き下げました。 

介護報酬は、介護保険から介護施設事業者

に支払われます。２０２３年の訪問介護事業

所の倒産は６７件、現在は７２件と過去最多

を更新しています。 

厚労省は、引下げの理由に、訪問介護の利

益率が他の介護サービスより高いことを挙げ

ています。しかし、これはヘルパーが効率的

に訪問できる高齢者の集合住宅併設型や都市

部の大手事業所が利益率の平均値を引き上げ

ているもので、実態からかけ離れているとの

指摘があります。 

訪問介護は、特に人手不足が深刻であると

言われています。長年の給付費抑制策で基本

報酬が引き下げられた結果、ヘルパーの給与

は、常勤でも全産業平均を月約６万円も下回

ります。 

政府は、介護職員の処遇を改善した事業所

に加算をつけるとしますが、既に加算を受け

ている事業所は、基本報酬引下げで減収にな

るだけです。加算も不十分で、基本報酬引下

げ分をカバーできない事業所が出ているので

はないでしょうか。 

今回の改定では、介護職員の処遇改善のた

めの報酬を０.９８％引き上げるとしていま

す。これにより、厚労省は、職員のベース

アップを２０２４年、月約７,５００円、２５

年度に月約６,０００円と見込みます。しか

し、この数字の根拠が明確でない上、仮にこ

の賃上げがされたとしても、これでは介護人

材の確保は困難です。 

このような状況から、当市における訪問介

護事業所の実態をつかむことが必要だと思い

ます。そこで、当市の訪問介護事業所数と現

状はどのようになっているのかを伺います。 

次に、福祉問題の２点目、高齢者施設、障

害者施設への支援について伺います。 

今年９月、東京都世田谷区では訪問介護報

酬引下げを受けて、区内にある高齢者・障害

者施設への緊急安定経営事業者支援給付金の

支給を実施しました。給付の対象は、区内に

２６２ある訪問介護等事業所のほか、居宅系

サービス事業所、通所・入所系の高齢者施

設、障害者施設などです。区の担当者は、訪

問介護の基本報酬引下げを受け、苦境にあえ

ぐ事業者がいる実態を踏まえ、事業者に給付

金という形で支給するとしたとあります。 

事業所の減少は、必要な介護サービスが受

けられなくなる介護崩壊をもたらします。三

沢市の介護施設も厳しい状況にあると思いま

す。よって当市としても、福祉施設等への支

援金の支給を実施すべきと思います。当市の

見解を伺います。 

次に、福祉問題の３点目、聴力検査無料化

事業について伺います。 

新聞記事の一節に、次のことが掲載されて

いました。 

年齢を重ねるにつれて聞こえにくくなる

加齢性難聴ですが、近年、認知症のリスク

を高めることが明らかになっています。 

耳鼻科医らでつくる医学会は、人のささ

やき声に相当する３０デシベルが８０歳で

聞き取れることを目標とする聴こえ８０３

０運動を展開。聞こえにくさが気になるな

ら、耳鼻科で聴力検査をするよう呼びかけ

ている。難聴は、社会的孤立や認知症、

鬱、転倒につながるとのデータが国際的に

積み重なってきた。東海大医学部の和佐野

浩一郎准教授の調査では、補聴器などの対

策が必要な中等度以上の難聴は、７０歳代

で４分の１、８０歳代では半数の人が占め

た。生活の中で聞き取りづらさを感じるな

らば、補聴器の利用が勧められ、補聴器を

つける場合とつけない場合とに比べ、鬱や

不安の発症率が１４％減少、転倒の発生率

が１３％減少したとの研究がある。 

国内では、難聴の自覚症状があっても、

医師を受診する人の割合が約４割で、他の

先進国の５～８割程度に比べて低いことが

指摘されている。学校や職場での健診では

聴力検査があるが、２種類の音の高さで、

２５～４０デシベルが聞き取れれば正常と

判断される。これに比べて、耳鼻科での検

査は、防音室内で７種類の音の高さでどこ
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まで聞こえるかを測定する。一般的な健診

の基準では、相当悪くならないと異常だと

判断されない。聞き返しや聞き間違えが多

くなったら、耳鼻科で聴力検査を受けてほ

しいと勧めている。 

とありました。 

私の周りでも、聞き取りにくさで苦労され

ている高齢者の方々がいらっしゃいます。そ

の方々の多くは、家電量販店などから補聴器

を購入されていますが、ザーザーと雑音がし

て苦痛だから使っていないと言われます。そ

うした中、知人から、家族が耳鼻科で検査を

して補聴器を購入、雑音に脳が慣れるまで指

導を受けて補聴器を快適に使いこなしている

というお話を伺いました。 

そこで、耳鼻科での正確な聴力の検査と指

導が有効であることから、聞き取りにくさを

感じた方々が気軽に聴力検査を耳鼻科で受け

られるように、現在、当市で実施している歯

周病検査の無料化事業と同等に、聴力検査無

料化事業の実施を提案したいと思います。当

市の見解を伺います。 

以上をもちまして、壇上からの質問を終わ

ります。 

御答弁、よろしくお願いいたします。 

○議長（加澤 明君） ただいまの奥本菜保

巳議員の質問に対する当局の答弁を求めま

す。 

 市長。 

○市長（小檜山吉紀君） ただいまの奥本議

員御質問の農政問題の第１点目、三沢市にお

ける農業政策については私から、そのほかに

つきましては、担当部長からお答えをさせま

すので、御了承願いたいと存じます。 

近年の農業を取り巻く情勢は、農業従事者

の減少や高齢化の進行、さらには気候変動や

食糧情勢の変化など多くの課題が浮上し、日

本の食料安全保障上のリスクが増大しており

ます。 

このような中、国では農政の憲法とされる

食料・農業・農村基本法を今年５月に改正

し、現在、改正法に沿った具体的施策の検討

を行っているところであります。 

市では、農業は地域経済を発展させる主要

な産業であると考えております。そのため、

生産者が持続的に生産し続ける仕組みづくり

は必要不可欠であると認識しているところで

あります。 

当市におきましても、現在、国や県が行う

担い手支援や農業機械導入に係る経費の一部

助成など各種補助事業を活用し、農業経営に

対する支援を行っているところでございま

す。 

一方で、事業を希望する農業者の中には、

事業採択要件をクリアすることができないた

め、補助事業を活用できず、経済的理由から

断念せざるを得ない方もおられることから、

当市といたしましては、何らかの独自の支援

策を検討する必要があると認識しているとこ

ろでございます。現在、当市が行っている独

自の農業者支援事業としましては、全ての農

産物を対象とした自然災害による収入減少や

価格低下に対する保険加入時の一部を助成す

る事業を行っているところでございます。 

今後におきましても、農業者個々の実情を

十分に聞き取り、必要に応じた市独自の支援

策を検討してまいりたいと考えております。 

私からは、以上であります。 

○議長（加澤 明君） 経済部長。 

○経済部長（坂岡敏行君） 農業問題の第２

点目、農業就労人口減少に対する施策につい

てお答えいたします。 

当市の自営農業が主の農業就労人口につい

て、農林業センサスデータに基づく直近１０

年の推移を見ますと、平成２２年は１,１４２

名、平成２７年は９１３名、令和２年は６８

７名となっており、平成２２年から令和２年

までの１０年で約４割の農業就労者が減少し

ております。 

このような農業離れに拍車をかける要因と

しましては、高齢化や過酷な労働などが挙げ

られますが、物価高騰が続く中、かかった経

費を販売価格に転嫁できず、思い描いている

ような収入が得られていないことも大きな要
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因の一つであり、これら様々な要因が重な

り、農業離れに歯止めがかからない状況でご

ざいます。このことから、農業の持続的経営

に必要な対策は待ったなしであると十分認識

しているところであります。 

現在、国において農産物、食品の合理的な

価格形成の法制化に向け検討されている状況

であり、また当市といたしましても、先ほど

申し上げました、担い手に対する支援や農業

機械等導入経費の一部助成などの各種補助事

業を活用し、農業経営の安定化に向け支援を

行っているところであります。 

今後におきましても、国の動向も注視しつ

つ、市独自で何ができるかについて、他市町

村での取組状況などを調査し、必要に応じた

事業展開について検討してまいりたいと考え

ております。 

以上でございます。 

○議長（加澤 明君） 政策部長。 

○政策部長（田中 浩君） 基地問題の第１

点目、三沢基地関連の訓練状況の実態と今後

の動向についてお答えいたします。 

初めに、本年４月から１１月末までに国か

ら三沢市に通知があり、三沢基地に外来機が

飛来し実施した訓練につきましては、イタリ

ア空軍と自衛隊による日伊共同訓練が８月６

日から８月８日までの３日間で実施され、ま

た、米軍と自衛隊による日米共同統合演習が

１０月２３日から１１月１日までの１０日間

で実施されております。 

次に、今後の三沢基地における訓練の動向

についてでありますが、米軍横田基地所属Ｃ

Ｖ－２２オスプレイによる小川原湖での救難

訓練については、本年１１月の日米合同委員

会において合意がされております。 

その内容は、令和７年１月から１０月まで

の期間で実施され、訓練回数については、当

該期間で計４回、訓練日数については１回当

たり予備日も含めて４回となってございま

す。 

なお、訓練実施２週間前までに米軍から日

本に通告することとなっており、地元自治体

にもこれまでどおり通知が来ることとなって

ございます。 

次に、米軍三沢基地に配備されるＦ－１６

戦闘機がＦ－３５Ａ戦闘機へ機種更新される

ことについて、先般、国から米空軍三沢基地

のＦ－１６戦闘機が２０２５年夏に段階的な

減勢を開始し、２０２６年春には１機目のＦ

－３５Ａ戦闘機が配備される旨、報告を受け

たところでございます。また、これに伴う部

隊等の運用に係る影響については、航空部隊

の任務や平素の活動に変更はないこと、騒音

規制を含む従前からの２国間合意や、地元自

治体との申合せ等を引き続き遵守するとのこ

とでございます。 

こうした中で、外来機が飛来して行われる

訓練を含め、今後の訓練の動向等について、

現時点で国からの情報はありませんが、市と

いたしましては、今後とも情報収集及び市民

の不安軽減に努めるなど適切に対応してまい

りたいと考えてございます。 

三沢基地関連の訓練状況の実態と今後の動

向については、以上でございます。 

次に基地問題の第２点目、三沢基地への訓

練移転に伴う市民生活への影響についてお答

えいたします。 

米軍再編に係る訓練移転は、沖縄の負担軽

減と日米間の相互運用性の向上を目的に、三

沢基地をはじめとする本土６基地で行われて

いるところでございます。 

今回の三沢基地における訓練移転につきま

しては、本年１２月２日から同月１３日まで

の日程で、岩国基地所属海兵航空群のＦＡ－

１８戦闘機が１０機程度飛来し、所属する部

隊員２２０名程度が三沢基地及び三沢市に一

時滞在して行われております。 

この訓練に対して、国では、訓練に関する

米軍や自衛隊との連絡調整等のため、１１月

２７日に三沢防衛事務所内に現地連絡本部を

設置しており、訓練期間中の騒音測定などを

実施し、それらの情報は市へ報告されること

となってございます。 

御質問の訓練移転による市民生活への影響
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につきましては、本年と同規模で実施された

令和元年度の訓練移転の航空機騒音の状況

は、国で三沢基地周辺の９か所で騒音測定を

実施しております。その結果、ピーク騒音レ

ベルの最大値で、岡三沢地区で１０４デシベ

ルという結果でございました。 

なお、今般の訓練移転における１２月２日

の航空機騒音の速報値について、岡三沢地区

でＦＡ－１８戦闘機が９４デシベル、Ｆ－３

５Ａ戦闘機で９９デシベルであったと現地連

絡本部から情報提供を受けたところでござい

ます。 

また、三沢基地で実施される米軍再編に係

る訓練期間中における他基地所属の軍関係者

による事件、事故等につきましては、訓練移

転が始まった平成１９年からこれまでは発生

はしてございません。三沢基地への訓練移転

に伴う市民生活への影響については、以上で

ございます。 

次に基地問題の第３点目、三沢基地関連の

訓練や訓練移転における安全対策についてお

答えいたします。 

当市では、国から三沢基地で実施される訓

練の通告を受けた際、事案に応じて基地安全

対策連絡調整会議を開催し、関係機関に要請

するなど適切に対処しているところでござい

ますが、現在、当市で行われている沖縄の負

担軽減に係る訓練移転についても、基地安全

対策連絡調整会議議長から在日米軍司令官、

米軍三沢基地司令官、航空自衛隊三沢基地司

令及び東北防衛局長に対して、訓練期間中の

安全飛行、航空機騒音の縮減及び隊員の綱紀

粛正など、市民に負担が及ばぬよう安全対策

について要請してございます。 

また、国において訓練移転が実施される

際、訓練に関する米軍や自衛隊との連絡調

整、事件・事故発生時の対応、市への情報提

供などを速やかに行うため、先ほど第２点目

でも申し上げましたとおり、三沢防衛事務所

内に現地連絡本部を設置しており、１１月２

７日には、当該本部長から現地に到着した訓

練実施部隊の指揮官に対しまして、直接当市

の要請内容を伝えたとのことでございます。 

今後におきましても、こうした訓練が実施

されることにより、市民の皆様に大きな不安

を与えることのないよう、安全飛行はもちろ

んのこと、航空機騒音の縮減及び隊員の外出

時における綱紀粛正などについて、その都度

しっかりと要請してまいりたいと考えており

ます。 

以上でございます。 

○議長（加澤 明君） 健康福祉部長。 

○健康福祉部長（大塚勤光君） 福祉問題の

第１点目、当市における訪問介護事業所数及

び現状についてお答えいたします。 

我が国では、総人口が減少を続ける一方で

急速に高齢化が進行しており、当市において

も超高齢化社会を迎えている中、今後も高齢

者の増加とともに介護保険制度における各種

介護サービスの需要がさらに高まるものと予

想されております。 

介護保険制度における介護報酬の改定は、

国において通常３年ごとに実施され、サービ

スの質の向上や適切な運営を促進するため、

また社会や経済の変化に対応し、介護保険制

度を持続可能なものにするために、報酬体系

のほかにサービス内容の見直しも行われてお

ります。 

今回の令和６年度介護報酬改定では、改定

率は全体で１.５９％の引上げとなっておりま

すが、訪問介護につきましては、他の介護

サービスに比べ収支差率が比較的高いとの理

由から、基本報酬が引下げとなっておりま

す。 

このような中、訪問介護事業所の廃業等に

おいては、厚生労働省の調査によりますと、

令和６年６月時点で前年度比１割程度増加し

ている状況でありますが、新規参入が容易な

こともあり、訪問介護事業所数全体では増加

している現状となっております。 

御質問の当市の訪問介護事業所数につきま

しては、現在８事業所となっております。 

次に、訪問介護事業所の現状についてでご

ざいますが、介護職員数は８事業所全体で１
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００人となっており、事業所運営に係る人員

基準をいずれの事業所も満たしております。 

訪問介護サービスの利用者数については、

月平均で令和３年度２７７人、令和４年度２

７８人、令和５年度２９７人、令和６年９月

までで３１５人となっております。 

一方、介護給付費につきましては、年度に

よって大きな増減は見られないものの、利用

者の需要は年々高まってきております。 

なお、報酬改定により廃業、倒産した市内

の事業所は、現在のところございません。 

訪問介護は、介護が必要な高齢者が自宅で

安心して生活を継続できるように、利用者一

人一人の状況に応じた個別支援であり、身体

介護や生活援助等を行う重要な在宅介護サー

ビスであることから、今後も訪問介護事業所

の運営状況等を注視しつつ、利用者のニーズ

に合わせた適正な介護サービスの提供に努め

てまいります。 

福祉問題の第１点目につきましては、以上

でございます。 

続きまして、福祉問題の第２点目、当市に

おける高齢者・障害者施設への支援給付金支

給の実施についてお答えいたします。 

東京都世田谷区では、令和６年１０月１日

を期準日として、区内の約１,５００か所を超

える高齢者・障害者施設等を対象に、福祉人

材の確保や物価高騰等を背景とする経営に必

要な経費を補うことを目的として、介護サー

ビス事業所・施設等への緊急安定経営事業者

支援給付金及び障害者施設等への緊急安定経

営事業者支援給付金を、各事業所、施設の種

別により、１事業所当たり２８万円から８８

万円、定員１人当たり２万７,０００円の支給

を実施しております。 

当市において、このような高齢者・障害者

施設等に対しましては、昨年度、物価高騰等

の影響への支援を目的として、国の物価高騰

対応重点支援地方創生臨時交付金を活用し、

三沢市介護保険施設等物価高騰対策臨時支援

金及び三沢市障害児者施設物価高騰対策臨時

支援金を各事業所、施設等の種別により、１

事業所１０万円から３０万円、定員１人当た

り１万円を支給しており、それぞれの支援給

付額については、介護保険施設等６０か所に

対し合計１,３４２万円、障害児者施設３３か

所に対し合計６２２万円を支給したところで

あります。 

このことから、当市といたしましては、今

年度新たな支援金の給付は、現時点では検討

しておりません。 

しかしながら、依然として高齢者施設や障

害者施設においては、物価高騰等の影響は否

めないことから、今後におきましても、各種

物価の推移や社会情勢を見極めつつ、支援策

等について引き続き検討してまいりたいと考

えております。 

福祉問題の第２点目につきましては、以上

でございます。 

続きまして、福祉問題の第３点目、聴力検

査無料化事業の実施についてお答えいたしま

す。 

当市では、健康増進法に基づく健康増進事

業の一環として、歯周疾患健診や各種健診を

実施しており、検査費用につきましては、国

の補助事業を活用し、無料または費用の一部

を助成しているところであります。 

御質問の聴力検査無料化事業の実施につい

てでありますが、高齢者に対する聴力検査に

つきましては、健康増進事業の対象とはなっ

ておらず、現在厚労省では、難聴への対応に

関する連絡会議において、高齢難聴者に関す

る調査・研究を進めている段階であり、当市

において費用対効果も含めて検討が必要であ

ることから、現段階では市独自の検査費用の

無料化は難しいものと考えております。 

しかしながら、ひきこもりや認知症予防の

ためにも、難聴への早期対応が重要であるこ

とは、ＷＨＯ、世界保健機関でも認められて

いるところであり、当市といたしましても、

加齢性難聴や軽度・中等度難聴に悩む方に対

し、早期治療や補聴器着用により、聞こえに

くさの改善につながるきっかけとなるよう、

受診や検査の重要性を広く効果的に周知する
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とともに、補聴器購入助成など、今後の支援

策について鋭意検討してまいりたいと考えて

おります。 

以上でございます。 

○議長（加澤 明君） 奥本議員。 

○１１番（奥本菜保巳君） 御答弁、ありが

とうございました。 

それでは、質問順に再質問させていただき

たいと思います。 

まず、基地問題の１点目、三沢基地周辺の

訓練状況の実態と今後の動向についてなので

すけれども、今のお話で、ホームページにも

いろいろな訓練の情報は掲載されているのは

承知しております。 

本当に最近うるさくて、今も岩国の訓練、

１２月２日から１３日までの訓練で今朝もう

るさいなと思ったところなのですが、この訓

練状況、やはり実態を調査しなければいけな

いと思うのです。 

そうした中で、沖縄の嘉手納基地では、や

はり通告している訓練等の、そういった外来

機ではなくて、通告なしで外来機が来て、大

変騒音被害をばらまいているというお話もあ

ります。 

そうした中で、三沢市として、通告なしの

外来機、この三沢飛来、これについてどのよ

うに把握されているのか。沖縄の嘉手納基地

では、外来機の種類、飛行回数も把握してい

ますが、三沢市ではどのようになっているの

かお聞きします。 

○議長（加澤 明君） 答弁願います。 

政策部長。 

○政策部長（田中 浩君） ただいまの再質

問に入る前に、先ほど御答弁申し上げました

中で１か所誤りがありましたので、訂正させ

ていただきたいと思います。 

基地問題の第１点目、三沢基地関連の訓練

状況の実態と今後の動向についての中で、オ

スプレイの訓練日数ということで、１回当た

り予備日も含めて４回というふうに私、申し

上げましたが、これ４日間の誤りでございま

した。４日間に訂正させていただきます。申

し訳ございませんでした。 

それでは、再質問にお答えしたいと思いま

す。 

まず、通告なしでの外来機の把握の仕方と

いうか、どういうふうに捉えているのかとい

うようなことでございますけれども、外来機

については当然通告がございますので、機数

等は把握してございます。 

通告がないものに関しましては、市では把

握していない状況でございます。 

以上でございます。 

○議長（加澤 明君） 奥本議員。 

○１１番（奥本菜保巳君） ありがとうござ

います。 

沖縄では、そういった通告なしの外来機も

しっかりと監視しております。 

そういった中で、やはり三沢市も市民巻き

込んで、この監視体制というのを強化してい

く必要があるのだと思うのです。これからど

んどんどんどん訓練が強化されて、Ｆ－３５

Ａが４８機というような、騒音被害が本当に

大変だと、深刻だという事態になると思いま

す。 

そういった中で、市民を巻き込んでの、先

ほども何回も言いますけれども、監視体制を

構築させるべきだということを提起して、次

の二つ目の問題について再質問させていただ

きます。 

三沢基地への訓練移転に伴う市民生活への

影響なのですけれども、やはり騒音被害の問

題、航空機事故の危険性、米軍関係者による

事件、事故の危険性の高まりというのが、本

当に深刻だと思います。特に訓練移転に関し

ては、三沢基地所属以外の米軍関係者が２２

０人とか、多数が三沢に滞在されているわけ

ですけれども、その方々は、全て基地内に滞

在されているのか、基地外での外食、飲酒、

休日の外出等、その隊員たちの管理はどのよ

うにされているのか、お伺いしたいと思いま

す。 

○議長（加澤 明君） 政策部長。 

○政策部長（田中 浩君） ただいまの再質
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問にお答えいたします。 

今回の訓練移転による部隊員の滞在につい

て、基地内なのか、どうなのか、それから休

日の制限についての再質問ということでお答

えしたいと思います。 

まず先ほど申し上げましたとおり、今回の

三沢基地への訓練移転によって部隊員２２０

名滞在しておりますけれども、この隊員２２

０名全て基地内に滞在してございます。 

それから休日の行動制限というか、そうい

うものは制限はないと聞いておりますが、そ

の管理体制については、先ほど御答弁申し上

げましたように、ここの三沢事務所の本部か

ら部隊の指揮官のほうに行動についても綱紀

粛正するようにというようなことで伝えてい

ると承知してございます。 

以上でございます。 

○議長（加澤 明君） 奥本議員。 

○１１番（奥本菜保巳君） ありがとうござ

います。 

やはり予防原則に立って、事件・事故が絶

対に起こらないように、こういったところを

しっかりと厳しく対応していく必要があると

思います。 

次に、３点目について伺いたいと思いま

す。 

様々な訓練等に伴う基地被害への安全対策

なのですけれども、来年からＦ－３５戦闘機

が米軍の４８機ということなのですけれど

も、自衛隊と米軍で９０機配備になります。 

Ｆ－３５Ａ戦闘機に対して、やはり市民、

議会、関係団体、岡三沢５丁目、６丁目、浜

三沢の地域の方々への説明会を開催するべき

ではないかと思います。 

Ｆ－３５、９０機、どれだけの爆音なの

か。本当に想像がつかないぐらい大変な状態

になるのではないかと思います。 

また、隊員やその部隊関係者の人数がどう

なるのか、三沢空港の民間使用への影響で

す。三沢は、より一層の空港利用促進に取り

組むということなのですけれども、この訓練

の強化がＦ－３５、４８機配備、それもです

が、その足かせになるのではないかと思いま

す。こういう影響なども考えていかなければ

なりません。 

米軍関係者への事件、事故の予防対策どう

するのかということについても、やはり説明

が必要なのだと思います。 

過去には、自衛隊のＦ－３５配備の際に

は、関係団体等への説明、議会では議員全員

に説明を行っておりました。今回の配備に対

しても、説明会を開催するべきではないかと

思いますが、それに対しての御答弁をお願い

します。 

○議長（加澤 明君） 政策部長。 

○政策部長（田中 浩君） ただいまの再質

問にお答えいたします。 

段階的にＦ－１６からＦ－３５へ米軍のほ

うが切り替わっていく、機種変更をしていく

というようなことの状況等の説明を市民にし

たらどうかというような御質問だと思いま

す。 

まず、現時点で詳細な情報がない中で、市

民にお伝えすることはなかなか難しいのかな

と考えてございます。ということで、引き続

き国に対しては、Ｆ－３５に切り替わる、機

種交換される細かな詳細なスケジュールです

とか、あるいは部隊員の人数とか、そういっ

たものの詳細を求めてまいりたいと考えてご

ざいます。 

その中でお伝えできる情報がそろえば、当

然市議会の皆様をはじめ関係団体、市民、あ

るいは住民の皆様に説明をしてまいりたいと

考えてございます。 

以上でございます。 

○議長（加澤 明君） 奥本議員。 

○１１番（奥本菜保巳君） ありがとうござ

います。 

４８機配備ということは決まっているの

で、それがどういう影響になるのかというの

は、絶対想定できると思うのです。分かって

いることですから。 

前回の自衛隊のＦ－３５の説明において

も、騒音がどのぐらいになるのかとか、そう
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いった説明は事前にされているわけです。米

軍だから要らないということはないと思うの

です。市民への物すごい影響が、特に岡三沢

５丁目、６丁目、浜三沢の方々、本当にどれ

だけの苦痛が、さらなる苦痛が、これは配備

される前に移転が完了するわけではないです

よね。だから、これは本当に影響を防衛省等

も米軍のほうにも言って、市民に内容をしっ

かり説明して、基地被害、どのようになるの

か、影響がどのようになるのかということ

も、これは説明責任あると思います。ぜひ、

このこともしっかりと検討していただければ

と思います。 

次の質問に移ります。農業問題です。 

農業問題については、やはり危機的状況と

いうのは皆さん共有していると思うのです。

その対策は、三沢市は大変遅れていると思っ

ております。 

やはり食と農の推進条例等を十和田市では

策定しております。 

様々な、本当に様々な独自の取組もしてい

ます。 

その中で、１点目の農業政策については再

質問はありません。 

２点目の農業人口の減少に対する施策につ

いて、再質問させていただきます。 

先ほども言いましたけれども、食と農の推

進条例を策定して、本当に農業の発展に頑

張っているのですけれども、その中で、移

住・定住就農支援として、新規就農者となっ

た者を対象とした移住・定住就農支援によっ

て、家賃の補助、空き家等の改修などに支援

する事業を十和田市は行っております。こう

いった農業を主とした移住・定住、農業者に

限定してだと思うのですけれども、そういっ

たことも考えていくべきではないかと思うの

ですが、それに対しての御見解をお願いしま

す。 

○議長（加澤 明君） 経済部長。 

○経済部長（坂岡敏行君） ただいまの十和

田市の食と農業の推進条例について、移住・

定住就農支援事業を三沢市でもやるお考えは

ないかということについてお答えしたいと思

います。 

十和田市の条例の制定、その中の事業とし

て移住・定住就農支援事業、こちらの内容等

については、我々も把握しております。 

三沢市の空き家対策、空き家問題に対する

現在の状況は、関係課のほうを確認します

と、空き家バンクの制度の構築に向けて現在

進めているという回答がございました。そち

らの状況も確認しながら、確かに就農と移住

対策、そして空き家対策、こちらを進めると

いうのは非常に有効な対策だと思っておりま

す。 

十和田市のこの状況が、今はどういう成果

を上げているのか、あと三沢市に対してもど

ういったメリット等があるのかというのもい

ろいろと研究しながら、その制度なり、構築

に努めていきたいと思います。 

以上でございます。 

○議長（加澤 明君） 奥本議員。 

○１１番（奥本菜保巳君） ありがとうござ

います。ぜひ期待しておりますので、頑張っ

ていただければと思います。 

福祉問題に移りたいと思います。やはり訪

問介護の基本報酬の引下げというのは、大変

深刻な状態になっていて、全国の自治体の中

で青森市を含む７８の自治体が、国に対して

訪問介護等の引下げ撤回と介護報酬の引上げ

の再改定を求める意見書というのが提出され

ております。 

現場は大変だという実態、先ほどその利益

率なのですけれども、それが高いために下げ

たというのですけれども、これ実態と全くそ

ぐわなくて、実際に都会とか大規模な老人施

設等に出向くヘルパー、こういったところで

は収入があるのだそうなのですけれども、一

般的に一軒一軒訪問するというヘルパーたち

の中では、全くもう減収だと、大変だという

お話を聞きました。 

やはり私は電話をして、２か所の事業者の

方にお話をお聞きしたのですけれども、本当

に大変だという話は言っています。ある事業
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者の方は、本当に介護訪問の基本報酬が減ら

されてきて、本当に大変だということで、い

ろいろ努力をしているのだと思うのですけれ

ども、それに併せて物価高騰とか固定費が上

がっている、もうダブルパンチですね。そし

てこの表現が、私はびっくりしたのですけれ

ども、真綿で首を締められているようだと。

将来的に継続できるかどうか心配だと、不安

だという、こういう声を聞きました。 

ぜひこういった実態をつかむということが

本当に大事で、次の福祉問題の２問目に入り

たいと思うのですけれども、やはり財源の問

題があると思うのです。高齢者・障害者施設

への支援給付金。今、国会でも補正予算が進

んでいますけれども、国が一般会計補正予算

に物価高騰に向けた重点支援地方交付税、こ

れが自治体に配分されるということがもう決

定されております。国からは、市町村に対し

て対策の早期執行に向けた検討が求められて

いる。早くやってくださいというようなこと

なのです。この交付金を活用して、こういう

福祉施設等への支援をするべきだと思うので

すが、それについて御答弁をお願いします。 

○議長（加澤 明君） 奥本議員、持ち時間

があと５分で終了となります。御理解くださ

い。 

答弁願います。 

 健康福祉部長。 

○健康福祉部長（大塚勤光君） ただいまの

奥本議員の再質問、国の重点支援地方交付金

を活用した介護施設、訪問介護施設等への助

成を考えてみてはどうかといったことであり

ますけれども、当市所在の事業所等から経営

不安についての相談は、今現在では受けてお

りません。しかしながら、やはり今後、施設

や事業所の存続とか、あとは物価高騰などに

よって、利用者にそういった物価高騰などの

負担が転嫁されるということと、それから施

設での生活ができなくなるとか、あと在宅で

のサービスを受けられなくなるといったこ

と、こういった不測の事態が起こらないよう

にすることが一番重要なことだと思っており

ます。 

そのことから、先ほど奥本議員がおっ

しゃったとおり、実態把握というのも大事に

なってくると思いますので、その実態把握と

いう点と、議員御質問のこの国の交付金の活

用とか、またさらに先ほど言った報酬改定の

引下げの撤回要望等の、経営の要望等も含め

て、今後適時適切な対応というものを考えて

いきたいと考えております。 

以上でございます。 

○議長（加澤 明君） 奥本議員。 

○１１番（奥本菜保巳君） ありがとうござ

います。 

すみません、時間がないのですけれども、

最後、聴力検査の無料化事業について聞い

て、これで質問を終わらせていただきたいと

思うのですけれども、前に補聴器購入に春日

議員が質問しまして、現在実施する方向で検

討されていると思うのですけれども、その進

捗状況、そしてまた補聴器購入の助成金を受

けるに当たっては、耳鼻科での聴力検査とい

うのが必要だと思うのです。その証明書が必

要になってくると思います。ですから、補聴

器購入の前段階として、聴力検査の窓口負担

の無料化とセットに実施するべきものと思う

のですが、それについての答弁を求めて、私

の質問を終わります。 

○議長（加澤 明君） 健康福祉部長。 

○健康福祉部長（大塚勤光君） ただいまの

奥本議員の補聴器購入助成の事業について、

検査費用とセットで助成をしてはどうかと、

そして助成事業の進捗状況についてというこ

とも併せてということだと思うのですけれど

も、まず補聴器購入助成につきましては、現

在の制度では身体障害者手帳の交付とならな

い１８歳以上の聴覚に障害のある方は、補聴

器購入助成の対象となっておりませんので、

身体障害者手帳の有無、それから年齢を問わ

ず難聴を抱える全ての方に対して、切れ目な

く支援ができるよう、今現在、事業の実施に

向けて検討しているところです。 

次に、検査費用の一部助成につきまして
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は、今後の検討課題として事業効果などを今

後、調査・研究してまいりたいと考えており

ます。 

以上でございます。 

○議長（加澤 明君） 以上で、奥本菜保巳

議員の質問を終わります。 

 この際、午後１時まで休憩します。 

午前１１時３６分 休憩 

──────────────── 

午後 １時００分 再開 

○議長（加澤 明君） 休憩前に引き続き、

会議を開きます。 

 ここで議長を交代します。 

（議長交代） 

○副議長（佐々木卓也君） 議長を交代しま

した。 

 それでは、一般質問を次に移ります。 

 久保田隆二議員の登壇を願います。 

 久保田議員。 

○４番（久保田隆二君） ４番、市民クラブ

の久保田隆二です。 

事前の通告に従いまして、一般質問をさせ

ていただきます。 

まずは行政問題、デマンド型乗合タクシー

について質問いたします。 

当市におきましては、北部地区及び東部地

区の住民の方向けのデマンド型乗合タクシー

の実証運行について、まずは令和５年１２月

２０日から令和６年３月３０日までの期間で

実証し、その後、令和６年１１月３０日まで

期間が延長されました。 

これまで約１年間運行方法を固定し、実証

運行に取り組まれてきましたこと、利用者の

方から様々な意見が寄せられていることと認

識しております。 

今月令和６年１２月２日からは、第２期実

証運行が開始しておりますが、第１期実証運

行からの変更点及び本格運行に向けた今後の

見通しについてお伺いいたします。 

次に教育問題、小・中学校におけるタブ

レット端末の活用について質問いたします。 

当市では、令和２年度に国の補助金を活用

し、校内無線ＬＡＮや学習用タブレット等の

整備が完了し、これまでＩＣＴの利活用を推

進されていますが、小・中学校でのタブレッ

ト端末活用に係る取組状況について、次の２

点をお伺いします。 

１点目は、ツール、アプリを活用した個別

最適な学びの提供についてです。 

まず初めに、個別最適な学びという言葉の

定義について説明をさせていただきます。令

和３年３月に文部科学省から出された参考資

料の中で、個別最適の学びを指導の個別化と

学習の個性化の二つの言葉で次のとおり説明

をしています。 

「指導の個別化については、子供一人一人

の特性や学習進度、学習到達度等に応じ、指

導方法、教材、学習時間等の柔軟な提供、設

定を行うことなど指導の個別化が必要であ

る。学習の個性化については、教師が子供一

人一人に応じた学習活動や学習課題に取り組

む機会を提供することで、子供自身の学習が

最適となるよう調整する学習の個性化も必要

である。」 

また、文章内において、指導の個別化につ

いて、さらに次のとおり記載があり、「指導

の個別化は、一定の目標を全ての児童生徒が

達成することを目指し、個々の児童生徒に応

じて異なる方法等で学習を進めることであ

り、その中で、児童生徒自身が自らの特徴や

どのように学習を進めることが効果的である

かを学んでいくことなども含みます。ＩＣＴ

を活用することで得られる新たなデータも活

用し、きめ細かく学習の状況を把握、分析し

たり、個々の児童生徒に合った多様な方法で

学んだりしていくことで、確実な資質、能力

の育成につながっていくことが期待されま

す。」 

個別最適な学びの言葉の定義の説明は以上

になります。 

個別最適な学びを提供するに当たっては、

塾のように個別指導を提供するイメージに近

いと考えますが、児童生徒自身がどのように

学習を進めることが効果的であるか学んでい
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く必要もあるため、バランスを取りながら指

導をする必要がありますし、個性的な学習が

できるような環境も整える必要があると考え

ます。 

まとめになりますが、個別最適な学びを提

供するということは、一人一人に応じた学習

活動や学習課題に取り組む機会の提供や、一

人一人の特性や学習進度、学習到達等に応

じ、指導方法、教材や学習時間等の柔軟な提

供、設定を行う必要がありますが、ツール、

アプリを生かすことで、一人一人のための個

別最適な学びを提供できるのではないかと考

えております。個別最適な学びの提供につい

て積極的に取り組むべきであると考えており

ますが、ツール、アプリを生かした個別最適

な学びの提供について取組状況をお伺いしま

す。 

２点目は、タブレットの持ち帰り学習につ

いてです。 

タブレット端末は持ち運びが可能であるた

め、家庭に持ち帰り家庭学習に生かすことも

可能です。 

令和６年度全国学力学習状況調査の結果、

過去概要の資料によりますと、児童生徒一人

一人に配備されたＰＣ、タブレットなどの端

末を、どの程度家庭で利用できるようにして

いますかという問いに対し、小学校では、

「毎日持ち帰って毎日利用させている」が２

２.０％、「毎日持ち帰って時々利用させてい

る」が１４.３％、「時々持ち帰って時々利用

させている」が４９.８％であり、これら三つ

の持ち帰り利用させている回答の合計が８６.

１％となっております。また、中学校におき

ましては、「毎日持ち帰って毎日利用させて

いる」が２７.４％、「毎日持ち帰って時々利

用させている」が１９.０％、「時々持ち帰っ

て時々利用させている」が３７.９％であり、

これら三つの持ち帰り利用させている回答の

合計は８４.３％となっております。 

小学校、中学校ともに令和４年度、令和５

年度と比較した際に、持ち帰りに前向きな回

答の合計は年々増加しており、全国的に見て

も家庭で利用できるよう、持ち帰り学習の環

境を整える動きがあります。 

当市におきましても、タブレットの持ち帰

り学習について積極的に取り組むべきである

と考えておりますが、タブレットの持ち帰り

学習について取組状況をお伺いします。 

以上で、壇上からの私の質問を終了いたし

ます。 

御答弁よろしくお願いいたします。 

○副議長（佐々木卓也君） ただいまの久保

田隆二議員の質問に対する当局の答弁を求め

ます。 

 市長。 

○市長（小檜山吉紀君） ただいまの久保田

議員御質問の行政問題のデマンド型乗合タク

シーについては私から、そのほかにつきまし

ては教育部長からお答えをさせますので、御

了承願いたいと存じます。 

三沢市デマンド型乗合タクシーにつきまし

ては、三沢市北部地区・東部地区コミュニ

ティーバスの廃止及び減便に伴う当該地区と

市街地とを結ぶ新たな移動サービスの構築を

目指して、令和５年１２月２０日から令和６

年１１月３０日までを期間とする第１期実証

運行を実施したところでございます。そして

今年、今月２日からは第２期実証運行を開始

いたしました。 

御質問の第１期実証運行からの変更点につ

きましては、第１期実証運行において把握し

た利用者等からの御意見や御要望を踏まえた

上で、３点について変更を行い、改善を行っ

たところでございます。 

まず１点目は、利用時刻の変更についてで

ございます。こちらは、１便の出発時刻を８

時３０分から８時に早めたものであり、通院

に当たり始発の時刻を早められないかという

御意見を反映したものでございます。 

次に２点目は、予約便の変更に係る受付締

切り時刻の緩和についてでございます。こち

らは、当日の予約便の変更に係る受付締切り

時刻を午前１１時までとしていたものを正午

まで緩和したものであり、用事の済む時間が
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不明確なため、帰りの便が予約しづらいとい

う御意見を反映したものでございます。 

最後に３点目は、乗降場所の追加について

でございます。こちらはビードルプラザ、上

下水道庁舎、サイトウ整形外科クリニック側

の緑町３丁目バス停の３か所を市街地乗降場

所に追加したものであり、乗降場所を増やし

てほしいという御意見を踏まえ、準備が整っ

た箇所について設置を行ったものでございま

す。 

次に、本格運行に向けた今後の見通しにつ

きましては、現在実施中の第２期実証運行に

ついて得られた新たな住民ニーズや課題を整

理した上で、その後の方向性を検討し、本格

運行につなげてまいりたいと考えてございま

す。 

今後におきましても、引き続き住民の皆様

の声を反映しながら、利便性の向上を図りつ

つ、持続可能で安定的なデマンド型乗合タク

シーとなるよう努めてまいります。 

私からは、以上であります。 

○副議長（佐々木卓也君） 教育部長。 

○教育部長（岡部章典君） 教育問題の小・

中学校におけるタブレット端末の活用につい

ての第１点目、ツール、アプリを生かした個

別最適な学びの提供についてお答えいたしま

す。 

各校においては、授業の中で児童生徒の理

解度に応じて応用問題を準備したり、場面を

捉えてヒントカードを与えたりするなど、タ

ブレット端末の活用に限らず、個別最適な学

びの実現に向けて適切な手だてを行っており

ます。 

タブレット端末も学びの目標に向けた手段

の一つとして有効活用されております。小学

校においては、主にＡＩドリルを利用し、例

えば児童の習熟度に合わせ、算数で計算練習

などの学習活動が行われております。また、

小・中学校ともに多くの授業においてロイロ

ノートというアプリが活用され、思考ツール

で考えを整理したり、個々の考えを共有した

りしています。 

本年４月に行われた全国学力学習状況調査

の児童生徒質問紙調査においては、授業でパ

ソコン、タブレットなどのＩＣＴ機器をどの

程度使用しましたかという問いに対して、週

３回以上と答えた児童生徒の割合は、小学校

６９.４％で全国比１１６.６、中学校８１.９

％で全国比１２７.１となり、いずれも全国平

均を大きく上回りました。この結果から、三

沢市内の学校では、タブレット端末が積極的

に活用されている状況が分かります。 

教育委員会では、各校と協力し、デジタル

とアナログをバランスよく組み合わせた授業

づくりを目指しております。今後も効果的な

ＩＣＴの活用方法について、学校現場と情報

共有を図り、個別最適な学びの実現に取り組

んでまいります。 

教育問題の小・中学校におけるタブレット

端末の活用についての第１点目については、

以上でございます。 

続きまして、教育問題の小・中学校におけ

るタブレット端末の活用についての第２点

目、タブレットの持ち帰り学習についてお答

えいたします。 

教育委員会では、三沢市教育の情報化基本

方針を作成し、学習活動の充実のために、校

長の判断により、オンライン、オフラインを

問わずタブレット端末を持ち帰ることができ

るとしております。また、ｉＰａｄを持ち帰

るときの約束の様式を各校へ配布し、使用す

る場面や使用するときの注意事項を保護者に

周知しております。 

今年度の持ち帰り学習の実施状況は、小学

校では４校、中学校では１校が実施してお

り、オンラインでの活用を行っている学校は

２校あります。また、利用内容は、三つの小

学校では、学校でダウンロードしたＡＩドリ

ルのワークを宿題として行っております。中

学校では、教師から配信されたプリント学習

のほか、ロイロノートアプリを活用してレ

ポートをまとめる活動を行っております。 

今後も市内各校の主体性を尊重しながら、

効果的な持ち帰り学習に取り組めるよう支援
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体制を構築してまいります。 

以上でございます。 

○副議長（佐々木卓也君） 久保田議員。 

○４番（久保田隆二君） 御答弁いただきま

して、誠にありがとうございました。 

質問順に、再質問をさせていただきたいと

思いまして、まずは行政問題のデマンド型乗

合タクシーについて、こちら再質問をさせて

いただきたいと思っております。 

このデマンド型乗合タクシーに少し関連し

た話にはなるのですけれども、今、北部と東

部というふうに地域を限定してこういった乗

合タクシーを実施していただいているところ

ではあると思うのですけれども、私が直接市

民の方からお話を聞いたときに、実は市街地

の近く、例えば西部とかのところにおきまし

ても、バス停からの距離が遠い地域というの

が一定数存在しておりまして、それがどうい

うことかというと、三沢市公共交通ガイド

マップを見ていただければエリアごとの路線

図が分かるのですけれども、例えば南町の４

丁目辺りですとか、平畑温泉の辺りですと

か、あとは上久保の辺りとかもそうだと思う

のですけれども、これ以外にもあるかもしれ

ないのですが、路線バスのバス停からの距離

が大体５００メートル以上、１キロ弱あるよ

うなところがありまして、私、実際に市民の

方からお話を伺ったときに、そもそもやはり

バス停まで歩いていけないというところでお

話を伺って、では、どうしているのですかと

聞いたときに、やはり自分の身銭を切って自

宅からタクシーを使って病院とか、実際に買

い物まで行かれているという話をお聞きいた

しました。 

近くにバス停がある方とか、あとは若い方

とかであれば、コミュニティーバスの近くま

で、バス停まで行けると思うのですけれど

も、なかなか距離が遠くなってくると、特に

御年配で免許を返納して車にも乗れない方だ

と、なかなかバス停まで歩いていくのも厳し

いといった中で、今、まずは最初北部、東部

のほうでこの取組を始められていると思うの

ですけれども、今後こういった乗り合いのデ

マンド型乗合タクシーというか、この仕組み

をこういった地域全体の公共交通の支えとし

て活用していくべきなのではないかと思って

いるのですが、現状、そういったお考えがな

いかどうかという点を再質問させていただき

たいと思います。 

○副議長（佐々木卓也君） 政策部長。 

○政策部長（田中 浩君） ただいまの再質

問にお答えいたします。 

南町ですとか上久保等の市街地への空白地

帯、バスが通っていないところへのエリアの

拡大というような御質問だと思います。 

市長から答弁がありましたように、デマン

ド型乗合タクシーというのは、現在の北部地

区、それから東部地区のコミュニティーバス

の廃止、それから減便によって影響を受ける

住民の皆様に対して、代替手段として実証運

行をさせていただいているところでございま

す。 

議員から御質問のございました、この南町

ですとか上久保等のエリアに拡大してはどう

かということにつきましては、現時点では、

まずは実証運行をして、どういった課題があ

るかということを探ってから検討したいと思

いますけれども、現時点ではその空白地帯、

上久保ですとか南町というところは考えてい

ない現状でございますけれども、引き続きこ

のような地域はあると思いますので、国のあ

らゆる制度が、今、出てきておりますので、

その辺の動向も注視しながら、今後、調査・

研究してまいりたいと考えてございます。 

以上でございます。 

○副議長（佐々木卓也君） 久保田議員。 

○４番（久保田隆二君） 丁寧に御答弁いた

だきまして、誠にありがとうございました。 

まずは北部、東部のほうでそのデマンド型

乗合タクシーを、今後、第２期実証実験を

やっていくというところで理解をいたしまし

た。 

再々質問はございませんけれども、今いろ

いろ意見が挙がっているとおりに、北部、東
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部のほうでもいろいろなまだまだ課題があっ

て、時間どおり来ないとか、いろいろあると

思うので、市民の方の意見をよりよく吸い上

げていただいて、今よりももっともっと使い

やすいようなデマンド型乗合タクシーの仕組

みを早期に実現していただいて、本格運行に

向けて早期にスケジュールを引いていただけ

ればと思っております。再々質問はございま

せん。 

次に、小・中学校におけるタブレット端末

の活用についての１点目のツール、アプリを

生かした個別最適な学びの提供についての再

質問をさせていただきたいと思います。 

今、御答弁をいただきまして、まずはあり

がとうございました。今、御答弁の中で、小

学校ではＡＩドリルを使っているとか、ほか

にもロイロノートなど、そういったものを使

いながら、授業で個別最適な学びへの取組を

実施されているというふうに理解をいたしま

した。 

今回、この質問をするに当たりまして、こ

れからタブレットを使いながら、ツールを使

いながら、より様々なＡＩとかそういうこと

ができるようになっていくというふうに私は

思っていまして、実はほかの市町村におきま

して、既にニュースなどで御存じかもしれま

せんけれども、むつ市でＡＩ活用デジタル教

材というものを導入して、そちらをベネッセ

コーポレーションと連携協定を結んで、これ

からやって、今現状既にやられていると思う

のですけれども、やる動きがございました。

こちら具体的に何をやっているかというと、

小・中学生の学力調査の結果を基に、習熟度

に合わせた問題をＡＩが個別に問題を出して

いくというところで、学習状況を教師が端末

上でリアルタイムに把握されているというよ

うな仕組みとのことでありました。 

こういったものを今後導入するに当たっ

て、今、そういった外部の業者の方と連携を

しながら、三沢市単独で考えるのではなく

て、うまく外部の業者を活用しながら、今

後、個別最適な学びの環境を整えていくお考

えがないかどうかというところについて、再

質問させていただきます。 

○副議長（佐々木卓也君） 教育部長。 

○教育部長（岡部章典君） ただいまの外部

の業者と連携して、今後、個別最適な学びに

ついて、その環境整備を整えていったほうが

いいのではないかという再質問にお答えした

いと思います。 

むつ市で取り組んでいる、ベネッセと協定

を結んでいるということに関しましては、当

方でも承知しております。ただ、今現在は当

教育委員会では、そういった現段階で外部の

業者とＡＩ協定を結んでいるとか、そういっ

たものはございません。ただ、各校と協力し

て、デジタル、アナログをバランスよく組み

合わせた授業をすることで、現在は個別最適

な学びの提供を行っている状況でございま

す。 

今後につきましてですけれども、先進的に

取り組んでいる自治体、先ほどむつ市ござい

ましたけれども、そういった先進的に取り組

んでいる自治体の状況を参考に、取組の効果

や、あと課題などについて調査・研究してい

きたいと思います。また、校長会等を通して

各学校とも協議しながら、個別最適な学びの

環境の整備に努めてまいります。 

以上でございます。 

○副議長（佐々木卓也君） 久保田議員。 

○４番（久保田隆二君） 御答弁いただきま

してありがとうございました。 

デジタルとアナログをともに活用していく

というところで、現時点におきましては、そ

ういった外部業者との連携は考えられていな

いというところでございましたけれども、

再々質問はございませんけれども、この点に

つきまして、私からの要望としては、選択肢

を増やしていくというところで、つまりある

程度、教育委員会とか学校の先生で使える教

材ツールとかいうのを固定するというよりか

は、ある程度いろいろなソリューションとい

うか、そういうのを準備して、生徒、児童自

身が自分が自ら学ぶ方法みたいなのを考えら
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れたほうがいいと思っているときに、いろい

ろな選択肢をうまく準備できるのがいいのか

なと思っていますので、そういった中で一つ

の選択肢として外部の業者と連携することと

いうのも加えていただくことも検討していた

だければと思っております。１点目の質問に

ついての再々質問はございません。 

最後に、２点目のタブレットの持ち帰り学

習について再質問をさせていただきたいと思

います。 

こちら御答弁の中で、既にタブレットに関

しましては、様式を配布されていて、そう

いったどのように持ち帰りするべきなのかと

いうところの文章的な部分や、あと校長先生

の判断でタブレットを持ち帰りできるように

しているということの御回答をいただきまし

てありがとうございました。 

先ほど、私が質問の中でも数字として言わ

せていただいたデータ、持ち帰りを実際して

いる数字です。全国的に８０％以上の小・中

学校において、既に持ち帰りがされていると

いうところで、それを調べたときに、青森県

のデータもあったので調べてみたときに、青

森県の小学校だと持ち帰りをしている学校の

割合が、小学校で約６０％、中学校だと約５

０％ぐらいなのです。となってきたときに、

やはり青森県全体での持ち帰り学習に対する

持ち帰り活用というか、それがちょっと進ん

でいないのかなと私のほうでは認識していま

して、今、御答弁の中で、校長先生の判断と

いうところで、ある程度主体性を尊重されて

いるとの話で、それは私としても主体性を尊

重するべきだと思う一方で、やはり個別最適

な学びのところでもお話させていただきまし

たが、児童生徒自身が選択肢として、そう

いった環境、持ち帰りたいと思ったときに持

ち帰れることが私は大切なのではないかと

思っていまして、そうしたときに、教育委員

会のほうで、もう少し各学校に対して、具体

的にどうやればいいかというのはちょっと私

の中ではあれですけれども、もう少し勧奨し

ていくというか、働きかけを行っていくとい

うか、やはり持ち帰らせるような、ある意味

そういう宿題を出すとか、それはちょっと強

制させることになってしまうかもしれないで

すけれども、年に１回とかやるとか、そう

いったことも必要なのではないかと考えてい

るのですけれども、再質問としましては、教

育委員会として、もう少し各学校に対して、

タブレットの持ち帰りに関して働きかけるよ

うな何か動きをするお考えがないかどうかと

いうところを再質問させていただきます。 

○副議長（佐々木卓也君） 教育部長。 

○教育部長（岡部章典君） ただいまの教育

委員会として持ち帰りに対して各学校に強

く、強制力というところまでではないのです

が、指示してもいいのではないかという再質

問にお答えいたします。 

今現在、各校のタブレットの端末の持ち帰

りにつきましては、児童生徒の実態とか家庭

環境、必要性、あと学習への効果などを鑑み

まして、各校が主体的に判断している状況で

ございます。 

持ち帰りの実施状況につきましては、先ほ

ど答弁でもありましたけれども、昨年度１校

のみであったものが、今年度については５校

が既に実施しているというところで、さらに

持ち帰りを行っていない学校につきまして

も、今後次年度以降実施の方向で検討してい

る学校も複数校ございます。 

教育委員会としては、今後も児童生徒や保

護者の声に耳を傾けながら、あと各校の主体

性も尊重しつつ、持ち帰り実施校からの情報

等も検証した上で、効果的な持ち帰り学習に

取り組めるよう支援体制を構築してまいりた

いと考えております。 

以上でございます。 

○副議長（佐々木卓也君） 以上で、久保田

隆二議員の質問を終わります。 

それでは、一般質問を次に移ります。 

遠藤泰子議員の登壇を願います。 

遠藤議員。 

○８番（遠藤泰子君） かがやきの遠藤泰子

でございます。 
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通告に基づきまして、ハラスメントについ

てと部活動の地域移行についての２点、順に

質問いたしますので、よろしくお願いいたし

ます。 

師走を迎え、令和６年も残り僅かとなりま

したが、１２月は職場のハラスメント撲滅月

間でもあります。１年を振り返るとともに、

職場環境についても振り返り、よりよい社会

を構築していくことが重要であると感じてい

ます。 

厚生労働省雇用環境・均等局のハラスメン

トに関する施策及び現状の資料によると、ハ

ラスメントの発生状況は、令和２年の調査に

おいて、過去３年、勤務先でハラスメントを

受けた割合は、パワーハラスメントが３１.４

％、顧客からの迷惑行為、カスタマーハラス

メントが１５.０％、セクシャルハラスメント

が１０.２％となっております。また、民間シ

ンクタンクのパーソル総合研究所が令和４年

に実施した職場のハラスメントについての実

態調査と推計によると、就業者の３４.６％が

ハラスメント被害の経験があり、年間８７万

人が離職。そのうち約７割がハラスメントが

原因であることを会社に伝えず、明るみに出

ないという内容となっておりました。 

このことから見えるのは、職場において多

くの方が何らかのハラスメントを受けている

にもかかわらず、表面上は見えないため、対

応の難しさを表しているものと思います。 

このような状況に対応するため、国におい

ては、ここ数年、様々な取組が進められてお

ります。男女雇用機会均等法や育児介護休業

法の改正により、セクハラやマタハラ等に関

する事業主の措置義務が規定されたほか、令

和２年には、労働施策総合推進法、通称パワ

ハラ防止法の改正により、パワハラ防止対策

が事業主の義務とされたところであります。 

また、総務省自治行政局からは、令和５年

１２月に地方公共団体における各種ハラスメ

ント対策への対応についての通知があり、さ

らに本年６月には、地方公共団体における各

種ハラスメント対策の徹底についての通知が

なされました。その内容といたしましては、

各種ハラスメントの防止に係る事業主の措置

義務のほか、ハラスメントを防止するために

講ずるべき措置を徹底するよう求めておりま

す。 

このほか、令和２年６月施行の人事院規則

においても、パワハラ防止に関する長の責務

や職員の責務、指針などが盛り込まれてお

り、公務の職場は、ハラスメント対策の模範

となるべき対応が求められております。 

ハラスメントがクローズアップされる中、

身体的苦痛、精神的苦痛などを与える行為を

見逃し、あるいは放置することになれば、快

適な職場環境が侵害され、信頼関係が崩れ、

意欲の低下、組織全体の士気の低下、さらに

信用失墜につながる可能性もあるとされてい

ます。 

当市においても、ハラスメントの対策は取

り組んでいるものと思いますが、１点目の質

問は、パワハラ、セクハラ、カスハラの実態

はどのような状況なのか伺います。 

次に、先ほど申し上げたように、ハラスメ

ントを発見できないケースのほうが多いとい

うことが挙げられています。厚生労働省の情

報サイト「明るい職場応援団」では、パワハ

ラ対策七つのメニューとして、アンケートな

どで実態を把握することや、研修などにより

教育する、相談や解決の場を設置するなどを

明示しています。まずは、職場内のアンケー

トを行い、現状をしっかり把握した上で、必

要性を考慮して実施することが必要だと考え

ます。アンケートの結果、カスハラの事例が

多いようであれば、市民を巻き込んだ研修会

を実施するなどにより、ハラスメントの理解

が深まるものと考えますが、２点目はハラス

メント防止への取組について伺います。 

３点目は、令和に入り、ハラスメント防止

条例、もしくは根絶条例を制定する自治体が

増えてきております。県内では、七戸町や５

町が条例制定しているものと認識しています

が、当市においてハラスメント防止を目的と

した条例制定に対する見解をお伺いいたしま
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す。 

次に、部活動の地域移行についての質問に

移ります。 

文部科学省は、少子化が進む中、将来にわ

たり、生徒がスポーツ、文化芸術活動に継続

して親しむ機会を確保するため、令和４年１

２月に学校部活動及び新たな地域クラブ活動

の在り方等に関する総合的なガイドラインを

策定しました。その主な内容は、地方公共団

体等は、スポーツ・文化芸術団体との連携や

保護者等の協力の下、学校と地域が協働、融

合した形での環境整備を進めること、スポー

ツ・文化振興担当部署や、学校担当部署、関

係団体、学校等の関係者を集めた協議会など

の体制整備をすること、令和５年度から令和

７年度までの３年間を改革推進期間として、

地域連携、地域移行に取り組みつつ、地域の

実情に応じて可能な限り早期実現を目指すこ

となどの内容となっており、都道府県及び市

区町村は、方針、取組内容、スケジュール等

を周知することとされております。 

令和７年度までが改革推進期間ということ

でありますが、１０月３１日付のデーリー東

北の記事によると、１０月３０日の県総合教

育会議において、宮下知事は、地域移行に関

して、県内では、むつ市以外はほとんど進ん

でいないと指摘されており、学校と部活動を

切り離すことや知事部局と県教委が連携する

必要性を挙げたとのことでありました。 

当市においても、部活動は教育委員会、ス

ポーツは市長部局であり、県と同じような状

況であると感じたところであります。 

部活動の地域移行についての１点目とし

て、当市において部活動の地域移行に関し

て、これまでどのような検討と取組をして、

どう成果を上げてきたのか、その取組と進捗

状況について伺います。 

２点目として、今後の進め方についてです

が、宮下知事の学校と部活動を切り離すこと

となれば、地域ごとあるいは競技ごとの指導

者の確保が大きな課題であろうと推測されま

す。指導者の人材確保、人材発掘のため教育

委員会と市長部局が連携し、スポーツ協会や

文化協会等を巻き込んだ重点的な対応が重要

であると考えます。国のガイドラインにおい

ても、方針、取組内容、スケジュール等を周

知することとしていることから、年次計画を

含め今後の進め方について伺います。 

御答弁、よろしくお願いいたします。 

○副議長（佐々木卓也君） ただいまの遠藤

泰子議員の質問に対する当局の答弁を求めま

す。 

 市長。 

○市長（小檜山吉紀君） ただいまの遠藤議

員御質問の行政問題のハラスメントについて

の第１点目、当市における各種ハラスメント

の実態については私から、そのほかにつきま

しては教育長並びに総務部長からお答えをさ

せますので、御了承願いたいと存じます。 

地方公共団体をめぐる各種ハラスメントに

関する課題については、近年報道で取り上げ

られることも多く、社会問題として関心が高

まっているところでございます。 

当市では、平成３０年９月に職場の秩序維

持、職員の利益の保護及び職員の能率の発揮

を目的として、三沢市職員のハラスメントの

防止等に関する要綱を施行し、ハラスメント

の防止及び排除のための措置並びにハラスメ

ントに起因する問題が生じた場合に適切に対

応することとしております。この要綱の中

で、職場においてハラスメントが発生してい

ると認められるときは、ハラスメント相談窓

口に相談するなど、その解決に向けて積極的

に行動することを職員の責務としており、相

談窓口として、人事担当課長を責任者に、課

長補佐及び係長を相談員とする内部相談窓口

のほか、ハラスメントを受けたと考える職員

を精神的にサポートするため、臨床心理士及

び精神保健福祉士等のハラスメントに関する

知見を有する第三者による外部相談窓口を設

置し、相談しやすい体制づくりに努めており

ます。 

御質問の当市における各種ハラスメントの

実態でございますが、相談窓口への過去３年
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間の相談件数は、令和３年度が８件、令和４

年度が３件、令和５年度が１５件となってお

ります。なお、ハラスメント内容の個別件数

につきましては、相談者本人へのプライバ

シー保護の観点から、回答を差し控えさせて

いただきたいと思います。 

私からは、以上であります。 

○副議長（佐々木卓也君） 総務部長。 

○総務部長（織笠一任君） 行政問題のハラ

スメントについての第２点目、ハラスメント

防止への取組についてお答えいたします。 

当市では、ハラスメント防止への取組とい

たしまして、職員研修を実施しております。

これまでには、ハラスメント防止研修やク

レーム対応研修などを行っており、これらの

取組を継続することで、職員にハラスメント

に対する正しいルールを理解してもらい、ま

たカスタマーハラスメントを未然に防止する

ことができ、これにより円滑な職場環境の構

築が図られるものと考えております。 

次に、議員御提案のアンケート調査の実施

につきましては、相談窓口への相談以外のハ

ラスメントの実態を把握するために、非常に

有効な手段であると認識しております。 

また、総務省においても、本年１１月から

１２月にかけて全国自治体を対象とした標本

調査で職員アンケートを実施したとの情報を

得ております。 

当市におきましても、職員アンケートにつ

いて、今年度中の実施を検討しているところ

でございます。 

ハラスメントについての、第２点目につい

ては以上でございます。 

次に、行政問題のハラスメントについての

第３点目、ハラスメント防止条例についての

見解についてお答えいたします。 

いわゆるハラスメント防止条例の制定状況

につきましては、制定している自治体が少し

ずつ増えてきてはおりますが、全国的にも例

は少なく、県内でも５町が制定するにとど

まっております。また、首長提案による条例

制定は、全国でも１０自治体に満たない状況

となっております。 

自治体職員のハラスメント防止策につきま

しては、要綱や指針等において定めている例

が多く、当市においても職員間でのハラスメ

ント防止を想定した要綱を制定し運用してい

るところであります。 

現在、職員間でのハラスメント防止条例に

ついての検討はしておりませんが、条例を検

討する場合には、対象をどこまでにするの

か、議会や民間事業者も対象とするかなど、

その対象によって様々な調整が必要になるも

のと認識しております。 

一方で、東京都などでは、カスタマーハラ

スメント防止条例を制定するなどの動きもあ

ることから、他自治体の事例について調査・

研究するとともに、今後の動向を注視してま

いりたいと考えております。 

当市といたしましても、ハラスメントは、

個人としての尊厳や人格を不当に傷つける許

されない行為であり、職員の能力の発揮を阻

害し、公務能率の低下や勤務環境の悪化を招

くとともに、貴重な人材の損失につながり、

社会的評価にも悪影響を与えかねない大きな

問題であると認識しております。 

今後におきましても、職員のハラスメント

に対する意識の定着化に向けて、取組を継続

するとともに、職員が安心して働ける職場環

境の構築を図ってまいります。 

以上でございます。 

○副議長（佐々木卓也君） 教育長。 

○教育長（山内康之君） 教育問題の部活動

の地域移行についての第１点目、当市におけ

る部活動の地域移行の進捗状況についてお答

えいたします。 

国は、令和５年度から７年度までの３年間

を改革推進期間と位置づけ、休日の中学校部

活動について、地域の実情等に応じて学校外

の多様な地域団体が主体となる地域クラブ活

動へ移行するよう、各自治体に求めておりま

す。これを受けて、教育委員会では、令和５

年４月に三沢市立中学校における部活動の地

域移行推進計画を策定し、段階的な地域移行
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を行っているところであります。 

教育委員会の基本方針といたしましては、

現在の小学校と同様、中学校部活動において

もスポーツ少年団及び地域の各競技団体を活

動主体とした体制を目指すとしております。

令和５年度、６年度は、保護者の移行調査等

の結果から、平日及び休日においても生徒の

活動をする場の確保と教員の負担軽減を両立

していくために、学校の部活動を主体とした

体制を維持しつつ、生徒が学校の部活動のほ

かにも活動主体を選択できる幅を拡充する期

間と位置づけて取り組んでおります。 

具体的には、市民スポーツ課及び生涯学習

課において、中学生の受入れ団体リストを市

のホームページに掲載し、受け皿となる地域

クラブの周知を図るとともに、学校教育課で

は、教員に代わり部活動を指導できる部活動

指導員の増員に取り組んでまいりました。ま

た、各校においては、実情に応じ部活動の任

意加入及び複数顧問制にするなど、指導体制

の改善に努めております。 

これらの取組により、令和４年度まではほ

とんどの生徒が学校の部活動に所属しており

ましたが、本年８月末現在の中学校１、２年

生の所属割合を見ますと、部活動は約８０

％、地域クラブ等は約１０％、いずれにも加

入していない生徒は約１０％となっており、

少しずつではありますが、生徒が活動主体を

選択できる環境及び生徒、保護者の意識にも

変化が広がりつつあると認識しております。 

教育問題の部活動の地域移行についての第

１点目は、以上でございます。 

次に、教育問題の部活動の地域移行につい

ての第２点目、部活動の地域移行における今

後の進め方についてお答えいたします。 

令和７年度から８年度は、今年度の現状を

踏まえ、地域移行を進めるための基本方針等

を再検討し、三沢市の実態にあった地域移行

スタイルを市民の皆様に提案できることを目

指しております。 

部活動の地域移行を推し進めていくために

は、地域における活動の受け皿づくりが不可

欠であります。現状のままでは、現在約１０

％の地域クラブ等の加入率が大幅に上がるこ

とは難しいと考えられます。学校部活動に代

わる受け皿づくりをどのように進めていくの

か、また地域クラブをどのように支援してい

くのか、さらに学校の部活動を全てなくすの

か、そして学校の部活動も地域移行の一環と

して活用していくのか等、生徒及び保護者、

地域の方々、各中学校の御意見を吸い上げな

がら、当市が目指す将来的な地域移行の姿を

明確にするとともに、当市の実情にあったス

タイルを関係団体、市民スポーツ課及び生涯

学習課等との連携を強化しながら構築してま

いります。 

以上でございます。 

○副議長（佐々木卓也君） 遠藤議員。 

○８番（遠藤泰子君） 御答弁ありがとうご

ざいました。それでは、質問順に再質問させ

ていただきます。 

まず、１点目の当市のハラスメントの実態

についての御答弁では、当市の実態として、

令和３年度が８件、令和４年度が３件、令和

５年度が１５件とのことでありました。前年

度の１５件は多いと考えるのか、１５件しか

なかったと考えるのか、聞きたいところでは

ありますが、実態については理解しました。 

壇上で申し上げたとおり、７割がハラスメ

ントを訴えないとのことでありますので、見

えている数字は、氷山の一角かもしれませ

ん。もしかすると、ハラスメントを理由に辞

められた方、パワハラにより鬱状態になった

方もおられるかも知れません。現状をしっか

り把握することが必要だと考えております。 

⑴の実態についての質問はありませんが、

⑵の取組についての再質問になります。 

御答弁では、今年度中にアンケートを実施

するとのことでありましたので、現状を明ら

かにして対策を取っていただきたいと思いま

すので、アンケートを実施した後、結果を公

表する考えがあるのか、お伺いしたいと思い

ます。 

よろしくお願いします。 
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○副議長（佐々木卓也君） 総務部長。 

○総務部長（織笠一任君） ただいまのアン

ケートの結果を公表する考えがあるのかとい

う再質問にお答えいたします。 

ハラスメントに関するアンケート調査の目

的は、ハラスメントの実態の把握と調査を通

じて、職員のハラスメントに対する知識や意

識を高めたり、気づきを与えることで、ハラ

スメント行為を抑制する効果があるものと考

えております。 

御質問の調査結果の公表につきましては、

働きやすい職場環境づくりにつながるものと

考えておりますので、個人が特定されるおそ

れのある回答について十分注意した上で、ア

ンケート対象者である職員への調査結果の

フィードバックを行いたいと考えておりま

す。 

以上でございます。 

○副議長（佐々木卓也君） 遠藤議員。 

○８番（遠藤泰子君） ありがとうございま

す。 

結果については、当然、先ほど言っていた

ように、プライバシー保護とか個人情報の問

題もありますので、公表できないのもあるか

と思います。とにかく結果を生かしてほしい

と考えておりますので、よろしくお願いしま

す。 

その再々質問になります。厚生労働省のサ

イト「あかるい職場応援団」によると、パワ

ハラ対策の七つのメニューの中に、トップの

メッセージというものがあります。 

トップのお立場の市長から、ハラスメント

はなくするべきもの、全職員が取り組むべき

重要な課題であるという方針を発信する考え

があるかお伺いします。 

○副議長（佐々木卓也君） 総務部長。 

○総務部長（織笠一任君） ただいまの市長

からハラスメントに関する方針を発信する考

えがあるかという再々質問にお答えいたしま

す。 

ハラスメントについては、個人としての尊

厳や人格を不当に傷つける許されない行為で

あり、職員の能力発揮を阻害し、公務能率の

低下や職場環境の悪化を招くとともに、貴重

な人材の損失につながり、社会的評価にも悪

影響を与えかねない大きな課題であると認識

しております。そのため、当市では、これま

で、先ほどの答弁でもお答えいたしましたと

おり、三沢市職員のハラスメントの防止等に

関する要綱の制定及び相談窓口の設置のほ

か、ハラスメント防止研修などに取り組んで

まいりました。また、さらなる取組として、

今年度中に職場でのハラスメントについての

職員アンケートの実施を検討しているところ

であります。 

このことから、御質問の市長からのハラス

メントに関する方針の発信につきましては、

今後実施を予定しております職員アンケート

の結果を分析した上で、適時適切に判断して

まいりたいと考えております。 

以上でございます。 

○副議長（佐々木卓也君） 遠藤議員。 

○８番（遠藤泰子君） 総務部長より大きな

問題として安心して働ける環境に取り組むと

いうことで理解させていただきました。答弁

ありがとうございます。 

⑶の条例についての再質問はございませ

ん。ですので、次に部活動の地域移行につい

ての再質問をさせていただきます。 

答弁では、地域クラブ等に移行したのは１

０％ということでの理解をさせていただきま

した。はっきり言って、進んでいないという

ことだと思います。この１０％という数字

は、県内では高いほうなのか、低いほうなの

か、分かりましたら教えてください。 

○副議長（佐々木卓也君） 教育長。 

○教育長（山内康之君） この１０％の数字

について、高いほうなのか低いほうなのかと

いうふうなことでございますけれども、私ど

もとしては、そこのところについてはまだ把

握しているところではございません。ですの

で、回答することは今のところできませんの

で、早急にその辺のところ、情報を集めて回

答したいと思っております。 
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○副議長（佐々木卓也君） 遠藤議員。 

○８番（遠藤泰子君） ありがとうございま

す。 

どこかがやったからそれに追いつけという

ことではなく、逆に先にやって失敗してもみ

んなの意欲が伝わるものだと思いますし、遅

くて慎重にやったからそれが結果としていい

のかどうなのかというところもいろいろ考え

方はあるかと思いますが、それで再々質問に

なりますが、教育委員会では、当然、今、説

明していただいたように一生懸命取り組んで

いるということは理解しました。基本方針も

七、八年といって、それが早いのか遅いのか

といったら、ちょっとスタートは遅いのでは

ないかなと、三沢スタイルを頑張ってつくろ

うとしていても、ちょっとスピード的にはど

うなのかという考えはありますが、そうは

言っても根本的に今までと同じ体制では進ま

ないのではないかなと思います。 

昨日のことなのですけれども、中学校の地

域懇談会に出席させていただいたときに、今

日の一般質問で部活動の地域移行についての

質問をするということを報告しましたとこ

ろ、今年の春に御家族が代表になってクラブ

を設立して活動しているという御家族のお話

が聞けたのですけれども、そのときにやはり

ユニフォーム、ボール、それから場所の確保

などの様々な問題が次々と課題が出てきてい

るという状況がありますというお話を聞けま

した。今後もっとその方からもお話を聞きた

いと思っております。 

壇上でも申し上げたとおり、宮下知事は教

育委員会と部活動の切り離しと話されていま

す。当市においても、スポーツ担当課、市民

生活部が主導となった体制の整備が必要では

ないかと思いますが、見解をお伺いしたいと

思います。 

○副議長（佐々木卓也君） 市民生活部長。 

〇市民生活部長（田中 誠君） 先ほど教育

長の答弁にもありましたけれども、今現在、

７年度～８年度の部活動、どういうふうにあ

るべきか教育委員会で進めていると承知して

おります。 

今後におきましても、さらに連携を図りな

がら、主導がどちらだ、あちらだではなく

て、両輪で、相手に任せるのではなくて、お

互いに協力して取り組んでまいりたいと考え

ております。 

以上でございます。 

○副議長（佐々木卓也君） 遠藤議員。 

○８番（遠藤泰子君） すみません、今の両

輪の話はとても聞きやすいとは思いますが、

本当に積極的にやらなければ何も変わらない

ので、その両輪が本当に積極的に変わるよう

なことを期待したいと思います。よろしくお

願いします。 

 以上です。 

○副議長（佐々木卓也君） 以上で、遠藤泰

子議員の質問を終わります。 

───────────────── 

○副議長（佐々木卓也君） 本日の日程は、

以上で終了いたします。 

 なお、明日も引き続き市政に対する一般質

問を行います。 

 本日は、これをもって散会します。 

午後 ２時０８分 散会 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


